
被保護世帯数
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標準ケース
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実配置ケース
ワーカー数

(C)

標準数と
実配置の差
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ケースワーカー1人当
たりの担当ケース数

 (E)=(A)/(C)

実配置査察
指導員数

世帯 人 人 人 世帯 人

平成27年度末
（2015年度末）

4,411 55 38 17 116 7

平成28年度末
（2016年度末）

4,416 55 38 17 116 7

平成29年度末
（2017年度末）

4,335 54 40 14 108 7

平成30年度末
（2018年度末）

4,332 54 39 15 111 7

令和元年度末
（2019年度末）

4,252 53 39 14 109 7

※　社会福祉法第１６条に定める現業を行う所員の標準数（被保護世帯が８０世帯ごとに1人）

吹田市福祉事務所の生活保護担当ケースワーカー及び査察指導員配置状況（過去５年間）
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